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I.課題の設定

日本において、特別支援学校高等部を卒業した知的隙害者の高等教育進学率は極めて低い。

日本政府が 2014年に批准した障杏者の権利に関する条約の第 24条には、障害者も差別され

ることなく邸等教育を受ける権利があることが明記されている。しかし現実には、知的障害者

が高等教育機関で不自由なく学ぶには様々な障墜がある。近年、文部科学省は学校卒業後の特

に知的障害者の生涯学習機会の充実を推進しているが、高等教育槻関における環境整備はこれ

からの課題といえる。

この状況は日本に限ったことではない。大韓民国（以下「韓国」という。）では、 2007年に

悴害者等に対する特殊教育法が制定されたことにより、就学前教育段階から後期中等教育まで

の障害者の義務教育化が達成された。これ以降、高等学校において防告のある生徒に対して、

卒業後の進路や就腺を見据えた指導の在り方が模索されるようになるとともに、障杏者の生涯

学習の推進体制を構築する動きが活性化するなど、日本と類似の勁きがみられる。

韓国の高等教育では、 1995年から悶害のある生徒に対する大学教育の機会を拡充すぺく、

障害者に対する特別な入試枠（悶害者等対象者特別選考）を設け、障害のある生徒らの高等教

育槻会の保障を目指してきた。先行研究においては、障害者を多く受け入れるナザレ大学等の

取組が紹介されているが、近年韓国では知的障害者に特化した取組も登場している。

そこで、本稿では、日本と韓国の近年の動向に着目し、高等教育における知的椋害者の包摂

を目指す実践とその課題について明らかにすることを目的とする。本稿前半では、まず日本に
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おける知的閃害者の学校から社会への移行期における課題を整理し、近年の「福祉型専攻科」

や大学公間講座等の実践、関連する障害者の生涯学習政策の動向を概観し、その方向性を検証

する。そして、本稿後半では、韓国における知的障沓者のための学びの保箇を目指す取組を事

例として取り上げ、大学における知的障害者のための学びの支援モデルの可能性について論じ

る。両国ともに裔等教育における知的障沓者の包摂をめぐる取組は組織化の道程にある。今日、

障害者権利条約のもとでインクルーシプな教育制度の推進が国際的に求められるなか、大学等

における高等教育を知的樟害者にも開放し、移行期における教育保障の議論を進めていく必要

があると考える。これらの日韓比較を通じて、高等教育や生涯学習（平生教育）をめぐる課題

や論点に言及したい。

2. 日本における知的障害者のための学びの保障を目指す取組

日本において、知的障害者が高等教育槻関で学ぶ条件はいかに制約されているのであろうか。

2020年度においては、大学等に在藉する障害のある学生数は 35,341人であり、全学生数に

対する割合は約 1.1％である。障害者権利条約に日本政府が批准した 2013年度の障害学生数

は 11,768人、全学生数に対する割合は 0.37％だったことから考えれば、割合は少ないものの、

閲害学生数はこの間に 3倍以上増加している（日本学生支援機構、 2021)。大学等における閲

害学生支援は、 2016年に施行した障沓者差別解消法のもと各大学等において課題となってき

た。 2021年5月に成立した同法の改正によって、私立大学における合理的配慮も法的義務に

なり（施行は 3年以内）、大学には障害のある学生へのさらなる修学支援の充実等が求められ

ている。しかし、入学してくる学生支援の対象となる主な障沓種別は視党隙害、聴筑・言語障害、

肢体不自由、病弱・虚弱、発達障杏、精神閲害であり、知的悶害は想定されていない。 2021

年度学校基本調査によれば、後期中等教育卒業生全体の森等教育機関への進学率が 8割を超え

る中、特別支援学校高等部の全卒業生約 2万人超の高等教育機関への進学率は約 2.2%、特に

卒業生の 9割近くを占める知的障害者の進学率は約0.5％に留まっている。

特別支援学校に通う知的悶害者は、大学等へ進学する選択肢が用意されてこなかったといっ

ても過言ではない。特別支援学校高等部の教育活動は、大学入学選抜試験を想定した内容では

ないし、進路指導においても障害者屈用による就労か悶害福祉サービスの利用のいずれかに実

質的に限られてきた。現在、特別支援学校高等部で重視されているのは、キャリア教育や職業

教育である。現場実習や作業学習等を通じた就業体験活動を充実させ、卒業後の進路としてい

］ 実際には、大学入試制度の多様化などを背景に、療育手帳を有する軽度の知的応害者が大学に入学している実

態があると推察される。後述の通り特別支援学校高等部から大学に進学する知的障容者もごくわずかにいる。また、

入学後に特別なニーズが顕在化して合理的配慇の対応がなされるケースもある。哲見の限り大学に入学した知的障

杏者の実慇を把投した調査等は存在しない心
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わゆる正規就労を目指す進路指導が強化されてきた。その結果、 2010年度は約 23.6%（知的

障害約 26.7%）だった就職者の割合は 2021年度には約32%0;〇的障害約 34.7%)に向上して

いる（学校基本囮査）。しかし、就戦後の悶害者の職場定沿状況に関する調査によれば、知的

障害者の 1年後の職場定消率はが約68.8％だったという結果もある（障害者職業総合センター、

2017)。就職できたとしても、そのうち約三分のーが 1年後に退職を余儀なくされているので

ある。どこに課題があるのだろうか。

たとえば、知的印害者本人や保護者からは、高校や特別支援学校高等部を卒業する知的船害

者の進路が就労に特化されている現状について、以下のような課題が指摘されている（障がい

児・者の学びを保障する会、 2022)。

・社会へ移行するタイミングが、知的障がい者の特性（認知や言語などにかかわる知的機能

の発達に遅れがある：文部科学省）を踏まえた設定になっていない現状と、そのギャップ

により生じる就労や生活の場でのトラブルや課題に対する個別性の高い支援及び学習の槻

会が不十分なこと

・学校教育終了後、就労や地域生活及び社会参加等のために生涯にわたって必要となる学習

の機会が不十分なこと

・社会における様々な制度や機会、梢報提供等が、閃がい者の利用を前提に、障がい者の参

画の中でその在り方が検討・設計されていないこと

・社会の中で共生に向けたコミュニケーションカを醸成するための様会が不十分なこと

•高等教育機関への進学ができていないこと など

これは、学校から社会への移行期において、「発達がゆっくり」とされる知的綽害者に 18歳

の特別支援学校高等部卒業時点で就労しか選択肢がなく、また生涯学習環境も不十分という状

況がもたらす課題の指摘であり、換言すれば「移行期における教育保障」に関する問題提起で

あると考える。

本稿は、日本におけるこうした問題をめぐる構図を、韓国の状況と照らし合わせることを通

じて、解決の糸口を探ることを目的としたものである。まず「移行期における教育保障」をめ

ぐる日本の動向を以下三つの観点に分けて捉えておきたい。

第一に、中等後教育としての「専攻科」をめぐる運動と実践である。 2000年代後半から、

特別支援学校の教師や障害のある子どもをもつ保護者を中心に、特別支援学校高等部などに専

攻科をつくる必要を提起する教育年限延長要求運動が展開されてきた。現状ではいわゆる「学

校型専攻科」ではなく、「福祉型専攻科」あるいは「福祉型カレッジ」等としての実践が広が

2 たとえば、 2008年中央教育審諾会「幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の学習指導要領

等の改善について（答申）」では、社会人 ・職業人として自立していくためには、生徒一人一人の勤労観・琺業観

を育てるキャリア教育を充実することが重要であり、その一環として小学校での職場見学、中学校での職場体験活

勁、高等学校での就業体験活動等を通じた体系的な指導を推進することが提言されている。 2011年中央教育審

綴会「今後の学校におけるキャリア教育・聴業教育の在り方について（答申）」では、「特別支援学校高等部（本科）

の卒業生のうち、就蝦した者の削合は2割強と厳しい状況にある」ことが指摘され、特別支援教育における進路指

導の充実、現場実習先や就職先の拡大、学校・企業間の橘渡は皮を行う殿員等の配誼などに加えて、特別支援学

校高等部の琢攻科の在り方等に言及した職業教育・就業支援の充実等が提起されている。
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りつつある。

第二に、 1990年代後半以降、展開されてきた知的応宙者を対象とした大学の「オープンカ

レッジ」運動の展開である。この運動は、知的応害者へ大学教育を開放していくことを企図し

ているが、それぞれの大学の実践は問題意識を持つ研究者を中心とした屈人的な取組になりや

すく、実践の継続や拡大が課題になってきた。ただ、後述する政策との関係で新たな枠組みの

もと、より発展的な取組を模索する大学も現れている。

第三に、 2010年代後半から開始された文部科学省における障害者の生涯学習政策が挙げら

れる。この政策化の背景は、直接的には 2014年の日本政府による障宙者権利条約への批准が

挙げられるが、この政策は当初から「特別支援教育の生涯学習化」や「学校卒業後の間害者の

生涯学習」を謳っており、問題の焦点の一つは「移行期における教育保障」であったといえる。

近年の先行研究においては、こうした「移行期における教育保障」問題とそれらに対応した

各分野の実践や運動に関わる謙論があるが、問題の構図は共通するにも関わらず全体を俯瞳す

る視点が乏しかった。そこで、本節では、これらの先行研究等に依りながら、 1990年代から

2020年代に至る日本の動向を整理する。

(I)中等後教育としての「専攻科」をめぐる運動と実践

まず、 2000年代前半から始まった教育年限延長要求運動には、どのような背景があるのか

述ぺておく。これらの運動を牽引するのは、 2004年 11月に設立された全国専攻科（特別ニ一

ズ教育）研究会（以下「全専研」という。）である。全専研の初代会長の田中良三は、全専研

のスローガンを「第三の学びの扉を開けよう」と表現している。なぜ、「寿攻科」 設樹を要求

する教育年限延長要求運動が「第三の」なのか。以下でこれらの運動の歴史的経緯を概観す

る：
日本の障害児教育の「第一の教育権保障運動j とされるのは、 1960年代半ばからの障害児

の不就学をなくすため．の設設学校義務制実施を求めた取組である。この迎動は節杏児の教育椛

保阻の「うねり」となり、 1979年に投語学校義務制が開始されるに至る。この巡動を担った

のは、全国障害者問題研究会（以下「全障研」という。）が中心であった。義務教育 9年間の

保節は、次に 15歳以降の教育機会の問題を浮き上がらせる。森等学校 ・高等部への希望者全

員進学を求めた運動が、全障研を中心に 1980年代後半から展開されるようになる。これが「第

二の教育権保節運動」とされる。これらによって、 1990年代後半に高等部の設樅率等が飛躍

的に増加し、 2000年には高等部の訪問教育学級も制度化されるなど、後期中等教育への希望

者全員進学が実現する。

伊藤は、こうした運動の歩みと制度化の変退を踏まえ、「この国は、 『運動』を通して実践的

事実を示しながら要求を繰り返していかないと、教育を受ける権利さえ保樟してくれないj と

3 「オープンカレッジ」は、「一般に、公開講座等の市民を対象とした大学淵放の名称として用いられることが多いが、
近年その中でも特に知的障容の成人を対象とした、 大学における生涯学習機会の提供をさすようになってきた」と
される （津田、 2012:51)。

4 たとえば國本 (2017)、伊藤 (2020)、田中ら(2021)、田中・川住ら(2022)など。
5 現在の全国専攻科（特別ニーズ教育）研究会HPでは、現「会長あいさつ」として「第三の学びの扉は新たなるステー
ジヘ」 と表現されている。http://zensenken.iinaa.net/ind訟．html(2022年6月 1日アクセス）

6 以下の歴史的経緯等は、主に渡部 (2017)、国本 (2017)、伊藤 (2020)を参照した．
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述ぺ、「障害のある方々の権利保障の歴史というのは、基本的にこの構造におかれている」と

指摘する（伊藤、 2020:12)。

そしてまた、高等学校・高等部の教育を終える 18歳の教育年限延長や教育機会保障を求め

る声、つまり「第三の学び」の保閃を求める運動が2000年代後半以降、広がってくることに

なる。特別支援学校高等部の卒業生の進路は、障害者雁用等による就職と社会福祉施設等への

通所・入所に、実質的には限られていることは前述の通りである。そこで注目されたのが、学

校教育法の制度を活用して、高等部3年間に加えて専攻科2年間の課程を追加する、私立の投

護学校（当時）の存在であった。 2000年代前半当時、 7校が設阻するに留まっていた私立の

浪頷学校高等部専攻科を後追いするように、 2006年、公立ではじめて烏取大学附屈特別支援

学校高等部に専攻科が設置された。しかし、その後の公立校での設個は進まず、専攻科を設個

する知的閲害特別支援学校は計 10校に留まっている。

それに代わり広がったのは、障害福祉サービスの自立訓練耶業等を活用した「福祉型専攻科」

や「福祉型カレッジ」の実践である。和歌山県では、鳥取大学附屈特別支援学校特別支援学校

涸等部での専攻科設甜が契機となって「紀南設護専攻科を考える会」が2006年に組織され、

和歌山県教育委員会に県内公立校への専攻科設骰を求めるものの実現をみない。そこで「教育

がだめなら福祉で」という発想で、障害者福祉サービスの自立訓練事業を活用して、 2008年、

和歌山県田辺市・社会福祉法人ふたば福祉会が「たなかの杜・フォレスクール」を開設する。

この取組が起点となり、保艇者や元特別支援学校教師等が中心になって自立訓純事業等を活用

した「福祉型専攻科」の教育実践が全国に広がっていく（國本、 2017)。制度の趣旨が異なる

閲害福祉サービスを活用して教育実践を展開することについては、さまざまな課題や矛盾も指

摘されているが、現に「移行期の教育保問」が求められている事実からすれば、いかなる教育

制度を構想すべきかが問われているといえる。

このような 2000年代後半以降の教育年限延長要求運動は、高等教育としての大学や専門学

校等の取組ではなく、中等後教育としての「専攻科」設囮を求め、それに代わる実践を創り出

していく運動という点に特徴がある。これに対して、本稿の関心は高等教育機関の取組にある。

その理由の一つとして、上述した投語学校義務制実施を求めた全閑研の「第一の」運動に対し

て、共生教育を求める運動が提起してきた論点がある。いわゆる共生教育運動では、殺護学校

での「分離別学教育体制」ではなく、地域の普通学校で悶害児も「共に生き」「共に育つ」こ

とが主張されてきた（小国、 2021)が、これを思い起こすと、特別支援教育の枠内において

特別支援学校高等部や閃害福祉サービス活用による「専攻科」を拡充し、「卒業年限を延長する」

方向性で良いのか、議論の余地が生まれてくる。すなわち、学校から社会への移行期において、

社会参加を見越した非閤害者とのインクルーシプな教育機会を保悴していく道筋が模索される

ことも必要であろう。

そこで、次に注目したいのが大学での学びを知的障害者に開いていこうとする「オープンカ

レッジ」の実践や運動である。次項でこれらの課題や到達点を概観する。

7 専攻科の学級数は学校碁本調査の公開データで把挫できるが、各学科の厖杏種の内訳が確認できない。公式

な謂査は文部科学省による 2012年度の「特別支援学校専攻科に関する実態調査」 https://¥'I¥Wt.mext.goJp/a_ 
menu/shotou/tokubetu/ 134 5255.htm (2022年 6月1日アクセス）があるが、やや古いデータのため、本稿で

は国本 (2021)を参照した。
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(2)大学の rオープンカレッジ」の実践や運動

大学において、知的障害者にも大学教育を開いていこうとする実践は、「オープンカレッジ」

と総称される。オープンカレッジは、知的1源害者を対象とした公開講座、関係機関・研究室等

の取組としての生涯学習の機会提供であり、知的関害者を正規の学生として受け入れるわけで

はない。しかし、今日の段階で高等教育における知的悶害者の包摂を検討する際、大学におけ

る専門的知識の探究を知的障害者にとって意味ある学習となるよう工夫してきたオープンカ

レッジの経験は重要であろう。

ォープンカレッジの実践の端緒となったのは、 1995年に公開購座として出発した東京学芸

大学、また関西では 1998年に開始された大阪府立大学における二つの実践だといわれる（津田、

2012)。また、大阪府立大学が中心となって、 1998年にはオープンカレッジ協議会が設立、オー

プンカレッジの実践の拡大と研究の交流が促進され、短期間に多数の大学で同様の事業が実施

されてきた。これらの運動を牽引した一人、建部は、オープンカレッジの理念を、「人権（教育）

の保悶」、「変化（発達）の保障」、「大学の役割の変革・創造後、大学の貢献」として、これら

の明確化の必要を述べていた（建部、 2001: 35)。

現状では、オープンカレッジの実践と研究は活発になされているとはいえない。 2020年に

実施された「大学等が開謡する主に知的閲沓者を対象とした生泄学習プログラムに関する調査」

によれば、オープンカレッジ等に関する論文や掛藉の文献調査を通じて、かつて知的閲杏者を

対象とした公開講座等を実施していたと思われる大学は 40校あったとされるが、現在実施し

ている大学は 30校であった。この減少については、オープンカレッジを開始した教員の異勁・

退職等によって事業の承維が困難という理由が主な要因とされている（リベルタス・コンサル

ティング、 2021)。他方、オープンカレッジの系語とは異なる文脈で、主権者教育など特定テー

マを掲げた実践に知的障害者等を包摂していこうとする鹿児島大学の取組や、本調査の回答に

は含まれていないものの学生のポランティア参加を組鏃した都留文科大学の「クロスポーダー・

プロジェクト」など、インクルーシプな地域づくりを企図した実践もある。

このように大学の取組は、必ずしも数は多くないものの、多様な取組が生まれつつあり、オー

プンカレッジの実践は大学で知的障害者が学ぶ入口を切り拓いてきたといえる。当初オープン

カレッジとして構想された理念は、降害者権利条約批准以降の新たな観点から再検討される必

要も生じているように思われる。いずれにしても、大学が知的閑害者の学び、インクルーシプ

な地域づくりに貢献する意義は大きく、「大学の役割の変革・創造」の芽が育ちつつあるとも

いうことができる。

しかし、大学における知的悶害者の学びの「保障」を謳うオープンカレッジは、生涯学習と

しての公開講座、いわば授業体験的な取組に留まる限定性がある。移行期の学びにおいて求め

られているのは、フルタイムの学生として学校課程に進学する選択肢である。学習権保悴を考

える際には、何よりもまず学校教育のあり方が問われねばならない。また、生涯学習としての

取組も、決して学校教育の代位や補足の機能に限定して存在するわけではない。

この点に関わって、図本は、教育年限延長を「タテヘの権利」と捉え、その実践形態には学

8 都留文科大学地域交流研究センターウェプサイトhltps://www.tsuru.acJp/sile/tiikikouryuukennkyuusennta/

kurobo.html (2022年6月1日アクセス）。詳細は堤 (2022)を参照。
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校教育や福祉型大学（カレッジ型）を想定する。また、これに対して生涯学習＝「社会におけ

る学び」への教育的ニーズを「ヨコヘの権利」と捉え、その実践形態には閑害者青年学級や大

学公開謁座、オープンカレッジを想定した整理を行った。國本はこのような検討を通じて、「障

害のある人の教育年限延長要求に呼応する営みは、単に日本国憲法・障害者権利条約などで規

定される教育の権利を完全に実現する意味を超えて、生涯学習社会における教育の仕組みとそ

のなかでの権利保障の在り方を問う文脈で位骰づけていく必要」を提起する（國本、 2018:

34)。筆者らもこの見解に同意しつつ、実践におけるインクルージョンの観点を分析の視座に

追加して、以下の検討を進めたい。

すなわち、今日問われているのは、学校教育を延長するという制度の在り方だけではなく、

生涯学習社会に関害者を包摂していく実践をいかに構想できるか、そしてこれらの諸権利を実

現していく道筋をどのように描いていくかであるといえる。

(3)障害者の生涯学習政策における「学校から社会への移行期」

次に、上述の動向と 2016年頃から開始された障害者の生涯学習政策との関連を確認してい

く。文部科学省では、 2017年4月に生涯学習政策局生涯学習推進課に障害者学習支援推進室

が設個 (2018 年 10 月の組織再編により、総合教育政策局男女共同参画共生社会学習•安全

課に移管）され、これ以降本格的な「樟害者の生涯学習」政策が展開されている。

文部科学省において同室が設盟された直後、 2017年4月7日に大臣メッセージ「特別支援

教育の生涯学習化に向けて」が発出されている。このメッセージは、当時の松野栂ー文部科学

大臣の特別支援学校視察時のエビソードから始まっている。そこで出会った生徒は「高等部3

年生で、春に学校を卒業する予定であり、保證者によれば、卒業後の学びや交流の場がなくな

るのではないかと大きな不安を持って」いたとある。また、 18歳までは利用できる放課後等

デイサーピスが卒業後は利用できなくなることによる青年期以降の余暇支援の課題も指摘され

てきた。こうした現状を踏まえて政策化された「特別支援教育の生涯学習化に向けて」という

コンセプトには、生涯を通じた学習環境整備のなかでも、特に特別支援学校高等部卒業直後の

「学校から社会への移行期の学び」に関する課題意識を読み取ることができる。

2019年 3月には、学校卒業後における間害者の学びの推進に関する有説者会議 (2018年2

月設囮）が「障害者の生涯学習の推進方策について一共に学び、生きる共生社会を目指して一

（報告）」をまとめ、基本的な考え方や現状・課題の整理、今後の施策の具体的方策等に関する

方向性を示している。ここで注目したいのは、本報告の参考資料 11に「諸外国の大学におけ

る知的障害者の受入れについて」を掲載し、本文では「アメリカ、イギリス、フランス、ドイツ、

中国、韓国等において、多様な形態で知的障害者の大学での学びを提供して」いることを紹介

している点である。それらは「単位や学位の取得を目指すものも一部あるが、多くは聴講生の

形態で大学の講義を受講するもの」であり、「知的応害者のみが受購する講義もあれば、知的

障害者が一般の学生と共に受講する購義もある」としている。また、日本において「知的障害

者等の学びの場を維続的につくるためにはどのような準備が必要となるのか、知的障害者等の

学びの場を大学に設けることで大学にどのようなメリットがあるのか、社会的な効果としてど

のようなことが考えられるか、といった観点から、実践的な研究を行うことが求められる」と
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も述ぺている（学校卒業後における応害者の学びの推進に関する有識者会議、 2019: 18-19)。

この実践的な研究とは、 2018年度から毎年度、文部科学省が約 1億円超の予算を計上し、全

国各地で実施されている「学校卒業後における障害者の学びの支援に関する実践研究」車業

を指している。この実践研究事業を受託する団体の一つ、神戸大学は、 KUPI「学ぶ楽しみ発

見プログラム～知的障害背年のための大学教育の創造～」（以下「KUPI」という。）と題して、

2019年度から学校卒業後の知的障害者等を対象とした特別の課程（履修証明プログラム）を

開設し、その履修者に対して法令に基づく履修証明掛を交付する新たな取組を開始した。特徴

は、半年間という短期間ではあるが、週 3日授業が組まれ、仲間や一般学生とともに学ぶプロ

グラムとして構成されている点である。 KUPIでは、聴購生制度や履修証明プログラムを組み

合わせることで、大学の知へのアクセスから最も遠ざけられてきた知的節害者の学びに貢献す

る大学教育の新しい形を模索している点で、これまでのオープンカレッジの限定性を乗り越え

る可能性を有している。

日本ではこのような事例がようやく登場した状況にある。次節では、この分野の政策や実践

で先行する韓国の取組を見ていくこととする。

3.韓国における知的障害者のための学びの保障を目指す取組

本節では、韓国における知的齢害者のための学びの保障モデルを検討する。具体的には、ま

ず樟害者の状況と関連政策について押さえたうえで、次に高等教育段階における知的悴宙者の

ための支援策を概観する。そして、韓国の高等教育段階における特別支援の事例を取り上げ、

韓国の高等教育における知的閲害者のための学びの保齢モデルの導出を試みたい。

(I)韓国における障害者の状況と政策展開

①国内ての閲心の高まり

韓国における特殊教育制度は、 1977年に特殊教育振興法が制定 (1979年施行）されたこ
l l 

とでその基盤が整えられた。同法第 5条に、「国立又は公立の特殊教育機関に就学する者及び

私立の特殊教育機関のうち、義務教育課程（初等学校課程ー＿→じ者注）に就学する者の教育は

無償とする」ことが定められたことで、国公立の初等学校から高校までの無債化、私立学校の

初等学校課程の無恨化が図られた。 1994年の改定では、初等学校（当時「国民学校」と呼称）

及び中学校が義務教育とされるとともに、幼稚園及び高等学校課程の無恨化が明記され1船沓の

ある児童•生徒への教育保障は拡大されてきた。しかし、特殊教育振興法には、高等教育や生

涯学習に関する規定はなく、障害者の生涯学習体制の横築という点で課題が指摘されていた。

この状況に変化が生じたのは、 2007年のことである。これまでの特殊教育振興法を廃止し、

9 文部科学省「学校卒業後における障害者の学びの支援に関する実践研究」ウェブサイトhttps://,..,,,vw.mext. 
goJp/a_menu/ikusei/gakusyushien/ 140784 3.htm (2022年 6月 1日）

10 神戸大学KUP［ウェプサイトhttp://、V¥VW2.kobe-u.acJp/-zda/KUPl.html(2022年 6月 1日アクセス）

11 以下、本稿で参照する法令は、韓国法制処国家法令情報センターウェプサイト http://¥V¥vw.law.go.kr/ (2022 
年 6月 1日アクセス）で公開されている法令情報に基づく。
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「船害者等に対する特殊教育法」を 2007年に制定 (2008年5月施行）することで、防害者の

生涯学習体制を整えようとしたのである。同年には、「障害者差別禁止及び権利救済等に関す

る法徘」も制定 (2008年4月施行）されており、障害者の学びを保悶しようとする動きが活

発になった。韓国では、教育晶本法により 6年の初等教育と 3年の前期中等教育が無債 ・義務

教育であり、特殊教育対象者にも同規定が適用されていたが、「悶害者等に対する特殊教育法」

の制定により、特殊教育対象者は、就学前教育と高等学校課程までを無償 ・義務教育とするこ

ととなった。就学前教育から裔校までを無償義務教育となったため、徐々に中等教育後の進路

やキャリアヘの関心が増していった。障害者において高等教育のニーズが高まった背景には、

このような関連法の整備がある。教育部 『2021年特殊教育年次報告密』 によれば、 2021年現

在、韓国における幼児から後期中等教育段階までの特殊教育（特別支援教育の意味）対象者は、

9万8,154人で、2011年の 8万2,665人から約 1万6,000人増加した。悶害類型別でみると、

知的障害者が 5万 1,788人 (52.8%）と半数を占め、次いで自閉症 1万5,215人 (15.5%）、

発達遅滞9,367人 (9.5%）と続く（教育部、 2021a:21-22)。

高等教育分野では、 1995年以降、韓国の大学では、障害者等対象者特別選考（定員外）が

行われており、 l屈等教育への接続が推進されてきた。 2004年には、 2003年に行われた大学

内の降害者に対する教育福祉実態評価 (3年周期）の結果を受け、「大学の間害学生の学習権保

閤の総合対策」が発表され、それ以降、教育部が高等教育における障害学生のための学習支援

事業を展開するようになったことも重要な動きである（国立特殊教育院、 2021: 18)。

受け入れる側である大学の環境改善も企図された。 2011年には「障害者高等教育発展プラ

ン」が策定され、大学に義務付けられている梢報公開項目に 「大学の間害学生の支援体制」が

加えられた。現在は、 l第沓学生への支援基盤づくり、閉害学生のためのカスタマイズ型学習支

援体制の構築を目的に 2020年に策定された「悶害大学生の教育福祉支援活性化計画 (2020

-2022年）」（教育部、 2020)に雌づき各種政策が展開されている。

②障害者の高等教育進学状況

教育部は、毎年特殊教育統計を公表しているほか、 3年ごとの特殊教育実態調査や特殊教育
13 

対象者の学校卒業後の生活実態を把握するための調査を行っている。教育部 (2021)『特殊教

育統計2021』によると、後期中等教育における特殊教育対象者（専攻科を除く）は、全生徒

数 130万 1,036人のうち、2万 169人（このうち知的障害者は 1万2,747人）で、およそ 2.0%

である。進学状況をみると、2021年2月の特殊教育対象者の卒業者6,827人のうち 1,283人（特

殊学校高校課程卒業者77人、一般高校の特殊学級卒業者 555人、一般高校通常級卒業者651

12 日本の文部科学省に相当する様関。時期により文教部、教育人的資源部、教育科学技術部、教育部などと名

称及び楼構が異なるが、本稿では引用等、一部を除き、教育部と表記する。

13 特殊教育対象者とは、同法第 15条で、「特殊教育を必要とする人で教育長又は教育監は次の各号のいずれか

1つに該当する人のうち、特殊教育を必要とする人であると診断・ 評価された人を特殊教育対象者に選定する」と

されており、①視覚障害、②聴覚障宮、③知的障害、④肢体不自由、⑤情緒・行勁障害、⑥自閉症（これと関連

する障容を含む）、⑦意思疎通障咎、＠学習障害、⑨病弱・身体衰弱、⑩発達遅滞、⑪そのほかに大統領令が定

める障啓、に区分されている。
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14 

人）が大学・専門学校に進学した。

15-64歳人口における、閤害者の学歴でみる と、 2013年に 47.9％だった中卒者以下が

2021年には 31.8％に減少する一方で、高卒者は 36.9％から 44.9％へ、大卒以上は 15.2％か

ら23.3％と上級学校卒業者の割合が増加傾向にある（教育部、 2022:3)。障害者の大学進学

率の増加は障害者の高等教育及び生涯学習全般に対する関心につながり、閑宙者に対する生漉

学習の中心的な運営機関として地域の生涯学習機関だけでなく高等教育機関の役割が増加した

（キム・ジュヨン、カン・ギョンスク、 2012: 220)。このように義務教育年齢の拡大による中

等教育卒業者の増加と、法的整備による支援の拡大が閉沓者の翡等教育ニーズを甚5め、具体的

に高等教育機関で学ぶ者が増えたことで、政府の包括的な支援施策へとつながった。

(2)高等教育段階における障害者支援策ー一般学部への接続

①障害者等対象者特別選考

韓国では、 1995年から障害のある生徒に対する大学教育の機会を拡充すぺく、障沓者に対

する特別な入試枠（悶害者等対象者特別選考）を設けてきた。閑害者等対象者特別選考は、何

らかの悶害のある生徒らの高等教育機会を保齢することを目的に設けられた定員外雑集枠であ

る。選考方法は大学によって異なるが、多くが内申書や全国共通の修学能力試験の結果、面接

などを選抜資料としている。教育部によれば、 2021年度に特別選考を経て入学した学生は、

24の専門大学に 94人、 107の大学に 797人で合計891人であった（教育部、 2021a:96)。

この入試枠を設ける大学は年々増加傾向にあり、全体で 1,000人程度（全彦難集定員の約 0.4%)

の枠となっている。ただし、全体の大学募集定員（約 34万人）から見ると 1％にも満たない

のが現状である。

” たとえば、国立韓国福祉大学の特殊教育対象者入試（総合選抜型）の判定貿料の比率は、内

申30%、而接70％とされている。特殊教育対象者入試（修能試験利用型）では、内申 20%、

修能試験（日本の大学入学共通テストに類似）の成禎50%、面接30％と、いずれも面接が課

されることが特徴である。なお、韓国福祉大学の 2018年度入学者 195人のうち、特別選考で

入学したのは 74人で、このうち、最も多いのは肢体不自由者 (36人）、次いで1徳覚蹄杏 (23

人）で、知的降害者は 6人であった（韓国福祉大学、 2018)。当該年度の知的砕沓者の出願者

数が90人であったことを考えると門戸は開放されつつあるが、知的蹄害者にとってハードル

は低くない。

②大学入学後の支援

大学入学後の支援については「障宙者等に対する特殊教育法」に定められている。同法30

条によれば、大学に障害のある学生のための支援センターを設四することとされ、同センター

は、閻害のある学生への支援、便宜提供、関連スタッフに対する教育、茄害のある学生への教

14 このほか主たる進路として高校専攻科があり、専攻科を上級課程に含めると、進学率は54.5％となる。なお、
同統計資料による進学者の障容類型の内貌は不明。

15 2002年に国立韓国リハビリ福祉大学として設立された専門大学 (2~3年制）である。 2021年現在、 691
人の在学生のうち、 278人が蘇容学生である。国立韓国福祉大学ウェプサイト https://www.knuw.ac.kr/knuw/ 
main.do (2022年 6月27日アクセス）。
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育福祉実態調査などを担当することとされている。また、大学の長は、障害のある学生の教育

活動の便宜のために、学習補助機器等の物的支援、補助スタッフ配誼などの人的支援、就学便

宜支援、情報アクセス支援、便宜施設の設器などを行わなければならない。

2021年6月現在、大学の間害のある学生をサポートする教育支援スタッフは、 231大学に

2,092人で、主に、学内移動や代筆などを支援するスタッフでなお、そのほか、手話通訳、速記、

点訳などの支援を行う専門支援員がいる（教育部、 2021a:97)。2020年基準で、大学への

閤害学生支援センターの設岡率は 79.5％だが、専担スタッフの配閻率が29.5％と低く課題と

されている（教育部、 2022:4)。

(3)韓国の大学における知的障害者への支援モデル

以上、韓国の大学における悴害者支援の現状を概観した。以下ではより具体的な事例を挙げ

て、韓国の大学における知的阻害者の学びの保閲モデルについて検討する。

①事例の検討

ナザレ大学 (KoreaNazarene University)は、韓国内で最初に一般大学の中に知的障害者の

ための学科を設岡した事例として日本でも招介されている。ナザレ大学のリハビリテーション

自立学科（原語：再活自立学科、現プリジ学部）は、知的障害者のための4年制の正規高等教

育課程（学位課程）で、 2009年に開設された。前述した特別選考を経て知的節害者を一般学

科に受け入れるものとは異なり、教育課程自体が知的障告者のために組成されている。同学科

は、多様な非教科プログラムの提供を中心に個々人にカスタマイズされた教育を特色としてお

り、健康管理や生活管理なども行う。 一般選択科目の単位の履修や副専攻などの機会も開かれ

ており、非蹄害者との学びの共有も意識されている。また、就職や進路開拓支援に力を入れて

おり、その一環として「一人一技」の取得を目指す取組や各種資格取得のサポート体制が組ま

れている。卒業には他の学科と同様に 127単位の修得が必要で、修了者には学士学位が授与さ

れる。ナザレ大学は、知的障害者への学位授与を伴うプログラムとして先駆的事例に位阻付け

られる。

学位授与を伴わない非学位型特別教育プログラムでは、梨花女子大学校の生涯学習センター

（原語：平生教育院）が 2001年に開校した「発達障害者地域社会生活アカデミー (E-ACOLA)J

が韓国内では初めてである。 15週を 1学期とする短期特別課程で、地域社会生活と職業生活、

自己管理、余暇生活などを内容するプログラムが基本課程として提供される。深化課程も提供

され、基本課程と合わせて 1年の課程である。同プログラムの立ち上げから運営にかかわり、

16 ナザレ大学については、近藤ら (2015)、村田ら (2017入金丸ら (2017)、ゆたかカレッジ・長谷川正人 (2019)
などに詳しい。ナザレ大学ウェプサイトhttps://www.kornu.ac.kr/(2022年6月 1日アクセス）。

17 ナザレ大学 (2022)によれば、出願資格は、応害者福祉法と国家有功者等礼遇及び支援に関する法律」によ

る知的障客及び自閑症の者で、高校の卒業者や 2023年 2月に卒業予定の者、または法律により高校卒業以上の

学力が認められた者、とされる。 拶集定員は大学定員内辞媒枠が5人で、定員外募集が25人の計30人である。

学炭は年間約 830万ウォン (83万円、0.1ウォン＝ l円換算）。

18 梨花女子大学グローバル未来生涯学習センターウェブサイト Imps://sce.ewha.ac.kr/ (2022年 6月 1日アクセ

ス）。

19 E-ACOLAは、 EwhaAcademy for Community Living of Adults with Developmental Disabilitiesの賂語。
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韓国特殊教育学会会長を歴任した梨花女子大学の朴承姫教授は、同プログラムが受講生にとっ

て効果的だった理由として「大学という環境が持っているメリットはどの障害者福祉施設とも

比較にならない。大学は高等教育機関という点で社会的に大きな価値がある空間であり、発達

ト訂習者らはここで非閲害者である同窓集団と出会い、価値ある瑣境に鋸出されることで自己諄

重感を養うことができる」点を挙げており、知的防習者が大学で学ぶことの意義を強調してい

る2:
このような非学位型プログラムはほかにもある。大郎大学付設の生涯学習センターは、知的

茄害者のための非正規特別課程「K-PACE」を 2011年から開設している。大学付設の生涯学習

センターが実施しているという点では、梨花女子大学の事例と同様であるが、大郎大学が提供

するプログラムは、知的障害者を対象に提供される 3年制の非正規特別教育課程で、比較的長

期のプログラムである。同ウェプサイトによれば、生活技術の習得、職務及び職業指蒋教育、

コミュニケーションに必要な授業を受け、大学内の多様な施設（図歯館、ジム、プール、ゴル

フ練習場など）及びサービス（演劇、音楽、美術、心理治派、言語治板、相談、英会話など）

が利用できる。 K-PACEの学生たちは3年間で、計90単位（専攻科目 58単位、教捉科目 32単位）

を履修する。必要に応じて 1年の専攻深化課程に進むことが可能で、事実上4年制課程となっ

ている。大郎大学の特別課程は、学位ではなく修了証 (certificate)が授与される。入学資格は、

障害者福祉法による知的障害、自閉症の者又は障害者等に対する特殊教育法に基づく発達に困

難があったり学習阻害があったりする者で、 18~25歳の者とされる。入学者は、全員寮生活

をすることとされている点も特徴的である。

安山大学の事例は、非学位プログラムから学位プログラムヘと展開した事例として興味深い。

同大学に付設されている生涯学習センターは、 3年課程の非学位特別教育課程である「安山工

イプル大学」を2019年に開設した。教育課程は、専攻課程と生涯学習課程の2つがあり、前者は、

カスタマイズされたプログラムにより、企業で必要とされる人材を強成することを目的に、基

本教設、職務能力を身に付けるべく、現場職務インターンなどの現場中心型プログラムが提供

される。専攻課程には、事務効率化専攻、保健医扱サービス専攻、サービス経営専攻、ビュー

テイケア専攻など、各種職業の補助人材として役立つようなコースが用意されている。後者の

生涯学習課程は、社会構成員としての役割と共同体意識を持ち、地域社会になじみ、安定的な

稚らしを維持することを目的とした課程で、基本教狼、社会的な生き方、技能訓練などのプロ

グラムが提供される。いずれも定員は 30人で、出願資格は、①発達障害及び学習閃害を持つ

者、又は節害者福祉法による知的閲害、自閉症の者、②満 l8~30歳の者、③高校卒業また

はこれと同等以上の学力があると認められた者、とされる。選考方法は課程によって異なり、

専攻課程の場合は、数理・語文試験 (70%）、集団・個人而接 (30%）、生涯学習課程の場合は、

集団面接 (30%）、個人面接 (70%）で選抜される。

20 梨大学報ウェプ版、「全ての人が瑳重される世界を夢見て。特殊教育界の新たな地平を開いた朴承姫教授」
2022年4月3日付、https://inews.ewha.ac.kr/news/articleView.htm!?idxno=33785 (2022年6月1日アクセス）。

21 大邸大学K-PACEセンターウェプサイト、 https://kpace.daegu.ac.kr/hakgwa_home/kpace/ (2022年 6月 1

日アクセス）。大邸大学は、アメリカでPACE(Professional Assistant Center for Education)プログラムを展開し
ていたNationalLouis Universityと交流協定を締結し、K-PACEプログラムを開発したとしている。

22 安山大学生涯学習センターウェブサイトhttps://psedu.ansan.ac.kr/(2022年 6月 1日アクセス）
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教育課程は 3年課程 (6学期間）で、全て履修すると「安山エイプル大学」学長名義の修了

証が授与される。入学した学生は、日常生活訓練、問題解決能力、進路教育、社会性訓練、独

立生活訓練などを通じて、独立した社会生活に必要なスキルや技能を身につける。知的障害の

ある学生は、安山エイプル大学に入学後、・安山大学のキャンパスで大学生とともに生活しなが

ら社会性を築き、地域社会での現場体験を通して社会性を高められるよう学習現境が整えられ

ている。図困館や購義室など安山大学の施設利用や洵外研修への参加も可能である。教育課程

を迎営するにあたっては、地元企業と協定を結び、同課程の学生への教育便宜、職業教育、現

場実習の提供と就職の斡旋を受けている点は他の事例と共通する。

安山大学では、この非学位課程の支援モデルを発展させ、 2022年度に 3年制の専門学位課

程であるエイブル自立学科を新設した。知的障害及び自閉症の者を対象とした学科で、 2022
23 

年 2月の卒業予定者が志願可能である。エイプル自立学科は、知的障害者の自立を目指し、共

同体に貢献し、自らの幸福を能動的に作って享受できる健康な社会構成員を育成することを目

標としている。具体的には、事務行政補助、図魯業務補助、保健医療システムの専門補助支援

人材の殺成のほか、保健福祉部（日本の厚生労働省に相当）が推進する社会的ケアサービス機

能強化の一環でニーズが高まった専門的な保健医掠補助専門人材を設成するために、現場実習

に重きを四いた実務中心教育を提供するとしている。情報技術資格、コンピュータ活用能力、

文掛実務士などの資格取得にも力を入れ、卒業後の進路につなげる方針をとっている。

最後に、知的障害者及び自閉症障害者のみ入学できる教育機関を設骰したという点で特異な

事例がホサンナ大学の事例である。教育部による認可を受けていないため、法的には甜等教育

レベルの各種学校であり、オルタナティブスクール（原語：代案学校）である。 3年制の同大学は、

教簑学部 (1.5年）に入学した後、 2年次2学期から各専攻学科 (1.5年）に別れる。非認可大

学であるため学位は授与されず、修了証が授与される。学科は、老人ケア学科、事務効率化学科、

ビューテイケア学科、バリスタ学科、ドッグケア学科があり、それぞれ、療祗保護士、事務補助貝、

美容師、バリスタ、調理師、愛犬美容師、ペットシッターなど具体的な職業が想定された教育

が提供される。年間 40人ほどを辞集定員としており、筆記試験と面接で選抜される。ホサン

ナ大学は、正規の高等教育機関ではないものの、知的障害者のための大学（キャンパス）を設

樅した点で特徴的である。

②支援モデルの類型化

いくつかの事例を取り上げたが、ここで韓国の科等教育における知的悶沓者に対する支援モ

デルを整理してみたい。知的障害者が高等教育の機会提供において転槻となったのは、 1995

年の閤害者の特別選考制度の実施と 2007年の障害者差別禁止及び権利救済などに関する法律、

障害者等に対する特殊教育法の制定であった。これを契機に障害者の特別選考制度を経て一般

学部に入学してくる障害者が増加した。これは入口の平等という意味では画期的であった一方

で、入学後の支援が問題となった。その点では、 2001年に開校した梨花女子大学の社会生活

23 安山大学エイプル自立学科ウェプサイト https://auable.ansan.ac.kr/auable (2022年 6月 1日アクセス）

24 ホサンナ大学ウェプサイトhttps:/A'{¥＇̂¥/.hosannacollege.net(2022年 6月 1日アクセス）

25 2022年 6月27日現在、ホサンナ大学ウェプサイト (https://w¥w.hosannacollege.net)へのアクセスはでき

ないが、エイプルニュース (http://abnews.kr/1 UU 1)が新入生猪集等について報じている。
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アカデミーに代表される学位授与を伴わない知的閲害者のための特別教育課程を大学が提供す

るようになったことは、入口の支援とは異なるアプローチといえる。韓国の事例は、プログラ

ムが多様化しており、半期課程や 1年課程、 3年課程、深化課程など学位課程に引けをとらな

い特別教育課程がみられるようになっていた。ナザレ大学の事例は、知的節害者のための学科

を設樅したという点でこれまでの事例とは一線を画す。一方、ホサンナ大学は、教育部による

認可を受けていないものの大学全体を知的閲害者のための大学としてl}il校したのも同じ方向性

に位骰付くが、キャンパスとして独立している点で、非障害学生との距離惑が生じてしまうと

いう課題も生じうる。

以上の事例には、共通点がみられた。まず、職業ベースの教育課程が組まれている点である。

どのケースにおいても修了・卒業後の進路を想定し、戦業訓練課程が提供されている点は共通

する。賀格証の取得を目指したり、インターンシップを充実させたりする取みは、いずれも知

的障害者の社会的自立を目指したものであった。

また、どの事例も 20~40名程度と葬集定員が限られており、選抜が生じていた点である。

ニーズが高い証左でもあるが、一槻関での受け入れ体制を考慇すると定員の設定はせざるを得

ない。大郎大学の事例のように全寮制をとる場合はなおさらであろう。また、就戦と関連して

企業などの採用数との兼ね合いを意識しなければならない事梢も考えられる。

ここまでみた事例から、韓国の高等教育における知的節杏者の支援モデルを仮説的に図示す

ると、以下のようになろう。

短期

修了証

【特別プログラムモデル】

統合度高

知的絲害者のための特別教育プログラム
・梨花女子大学「E-ACOLA」
・大.lilt大学「K•PACE」
•安山大学「エイプル大学」

統合度低

［個別支援モデル）
特別入試枠などで知的閉害者の甜等教育

へのアクセスを保樟
• 閲杏者特別選考
・大学生活での学習支援等

（独立学科モデル）
知的閲沓者を対象とした学科

長 期

学位

・ナザレ大学リハビリテーション自立学科

•安山大学エイプル自立学科

知的樟害者を対象とした非認可代案大学：
・ホサンナ大学

図：韓国の高等教育における知的悶沓者の支援モデル

横軸は、期間の長短である。短期的なモデルは、修了証を授与しているケースが多く、長期

的な支援は、学位につながる可能性がある。縦軸は、知的障害者と非障害者の統合度である。

一般学部に知的応害者を受け入れるような施策は、統合度は店いがその分特別な配應が個々で

必要となる。一方で、知的閲害者のための学科や学校を作る場合、統合度は低くなるが、ベー

スとしての支援が充実する。この二軸を設定し、類型化すると、既存の学部に知的障害者を受

け入れるモデルは、第 1象限（個別支援モデル）に位囮付く。この支援モデルでは、個々の
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ニーズに応じて支援が求められると同時に、非閲害者が学ぶ環境での学びが保障されるような

サポートがとられるのが特徴である。一方知的悶害者のための学科・学校設臨は、第4象限（独

立学科モデル）に位置付く。長期的な学びの保障が学科という制度に担保されており、学位の

授与にもつながる点が特徴である。個別支援モデルと異なり、知的閲害者のために設計された

教育課程が提供されることで個別支援のみならず、集団への支援が確保される。一方、統合の

度合いは低くなるため、プログラムでは非悶害者との接触が意識的に用意されたり、他学科で

の履修などが開かれていたりする。ただし、ホサンナ大学のようにキャンパス自体が専用となっ

ていると統合度はかなり低くなる。第 3象限（特別プログラムモデル）は、比較的短期の支援

モデルで、大学に付設される生涯学習センターなどが迎営する特別教育プログラムなどが位囮

付く。学位授与を伴わないため、基準や学則の縛りをうけず、多様なプログラムが展開されうる。

したがって、期間的にも 1年未満のものから、大邸大学や安山大学の事例のように深化課程や

ィンターンシップなどを岡くことでほとんど学位課程と変わらない長期プログラムを提供して

いる事例もある。学科モデルとの決定的な違いは学位の授与を伴うかどうかである。統合度合

いは、一般学生との交流や共学が想定されている場合もあるが、学科モデル同様、必ずしも高

くはない。

支援モデルとしては特別プログラムモデルが個々の大学の資源に合わせ設計できるという点

で導入しやすい。学科モデルは学科設樅抽準や学位授与規定など、考慮すべき要素が増えるた

め、ハードルは低くないが、特別プログラムモデルからの発展形として位樅付けられよう。

4.考察

以上、日本と韓国の高等教育段階における知的障害者の教育保節の現状について、それぞれ

の特質を明らかにした。韓国では就学前段階から後期中等教育までが無債義務教育化されてい

る点で日本と異なるが、知的閃害者に対する中等教育機会の拡大は両国で共通しており、それ

に伴い生じた中等後教育の教育保閲が課題となっていた。特に、知的障害者の高等教育へのア

クセスは依然として壁が謁い。また、両国では、これらの課題に対し、例えば専攻科の設骰の

ような中等後教育の提供や曲等教育機関による生涯学習の提供がみられた。しかし、高等教育

機関の提供モデルには両国間に差がみられた。前節で提示した図に添えば、既存学部に受け入

れる個別支援モデル、そして修了証を伴わない特別プログラムモデルは両国で事例がみられた

のに対し、独立学科モデルは韓国特有のモデルであった。また、特別入試枠が制度化されてい

る点も韓国の特徴といえよう。知的障杏者に対する高等教育の支援モデルの一般化には、まだ

検討の余地が残されているものの、単純な日斡比較からでもその支援アプローチに違いがある

ことが明らかとなった。

最後に本稿を通して導出できる論点を提示しておきたい。

まず、知的悶害者の教育保障を高等教育機関で行うとした場合、その教育を高等教育として

提供するのか、中等後教育として保障するのか、あるいは生涯学習として提供するのかという

点である。中等後教育の英語表記である Post-secondaryEducationは、 1960年代から 70年
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代の初頭にナショナルレベルの教育制度の段階別区分として用いられる。語義的には、第 1

段階 (primaryeducation)に次ぐ「第 2段階以後の教育」を意味するが、段階区分としては

Tertiary Education（第3段階の教育）と同様に中等教育以後のあらゆる教育体系を包括する

概念を示している。即ち「従来の HigherEducationの制度に中等教育段階以後に提供される

各種のfurthereducationの機会を含めた意味」（喜多村、 1999:28)として定着しつつある。

Post-secondary Educationという概念によって、「第 2段階後」の教育体系全体描造を再検討

しようとする考え方の台頭は、高等教育の殿的拡大と多様化の進行を背景とする。喜多村は、

ここでいう「多様化 (diversification)」を、 「高等教育の槻関、機能、目的、制度、構造に至る

あらゆる側而において多彩な分化が進行する傾向」としたうえで、このような多様化を促進す

る一般的傾向は、教育の領域においては、具体的には教育プログラムの数や種類の増大、入学

機会の拡大や選抜方式の多様化、多彩な学習パターンやカリキュラムの開発、学位や資格の種

類の増加とこれを取得する方法等の多様化を要求するとしている（喜多村、 1999:29)。この

ロジックを当てはめれば、韓国においてみられた知的障害者の学びの保間は、甜等教育の多様

化の表れと捉えることもできる。現代の高等教育の特徴を示すものとしてはしばしば「大衆化」

「多様化」などが挙げられるが、そのような現象はたんに段階や水準のレベルにおける曖昧性

のみならず、「社会教育」「継続教育」「生涯学習Jといった、学校教育外の教育セクターとの

重複化、境界のポーダレス化等の様相を指びざるを得ない（喜多村、 1999: 16)。つまり、こ

れらの謡論の焦点は、いわゆる大学という教育・研究を核とした academiccommunityが外部

社会のnonacademic communityにどのようなインターフェースを梢築し、どのような社会貢

献・サービスを行うのかということに集約される（姉崎、 2008:180)。

次に保障する場の問題である。韓国の場合、中等教育までの義務教育化が達成されているた

め、その後の教育をどう保障するかという点が問題となっている。単線型教育システムが放か

れ、大学への進学率が高く、そのほかの中等後教育や第 3段階教育がメインストリームではな

い場合、「移行期における教育保節」は大学が念頭に置かれる可能性がある。ここで、中等後

教育の保船は、高等教育槻関で保障すぺきなのか、という論点が生じうる。さらに踏み込めば、

知的障沓者の教育保閲において、生涯学習機関が果たす役割は何かという点にもつながる。い

わば、高等教育と生涯学習のはざまにある領域に「死角」として存在する学習者への支援が問

題となっているのである。先の分析枠組みでいうと、学位を伴わず、一般と統合度が高いモデ

ル（第2象限）をカバーするのが生漉学習の領域といえるのではないだろうか。つまり、高等

教育機関でのそれとともに、生涯学習機関での知的閲害者の学びの保障を議論していくことが、

知的悶害者の学びの保障モデルの多様化に貢献し、保障の網の目を構築していく契機となると

考える。引き続き、その可能性を模索していきたい。

付記：本稿の執源は、井口が 1及び2、田中が3及び4をそれぞれ分担し、全体の閥整は井口が行った。

また、本研究の一部（田中担当箇所）は、科研賀 (20K20421)の助成を受けたものである。
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